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（１）事業者 

① 荷 主 

○ トラック運送業が安全・環境面で社会的な要請に応えることの責任の一

端が荷主にあることを十分に認識する。 

○ 社会的な要請に応えていくためには、そのためのコスト増が避けられな

いことをよく理解する。特に運賃を過度に切り詰めることは、その結果と

して、安全で安定した持続可能な輸送を阻害するおそれがあることに十分

留意する。 

○ 荷主、元請・下請事業者との間の適正なパートナーシップの下で、コス

トを自らも分担する。安全で安定した持続可能な輸送の確保を図るために、

コンプライアンスを徹底する。 

○ 社会保険未加入等の他法令違反の運送事業者に対して運送の委託の見直

しなどを図る。 

 

 

② 元請事業者 

○ 運行効率の向上を通じた物流コストの低減、適切な在庫管理を含むサプ

ライチェーンマネジメント等の荷主の要請に応える。 

○ トラック事業が安全・環境面で社会的な要請に応えていくために、必要

なコストを運賃面で適正に確保する。 

○ 荷主、下請事業者との間の適切なパートナーシップをコーディネートす

る。 

○ 健全な競争環境が整備されない限り、事業の継続が困難になるおそれが

あることを認識し、輸送の安全のみならず、社会保険加入等他法令につ

いてもコンプライアンスを徹底する。 

○ 社会保険未加入等の他法令違反の下請事業者に対して運送の委託の見直

しなどを図る。 

 

 

③ 下請事業者 

○ 運行効率の向上等を通じたコスト低減に努めるとともに安全・環境面に

最大限配慮した輸送を実現する。 

○ 安全・環境面における社会的要請に応えきれないような採算を度外視し
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た価格設定は、結果として事業の継続を困難とするおそれが高いことを十

分認識する。 

○ 安全・環境面で社会的な要請に応える輸送を実現するためのコストにつ

いて原価計算等を通じて的確に把握するとともに、元請事業者等に提示

し、荷主、元請事業者との間のパートナーシップの下で適切に分担する

よう要請する。 

○ 健全な競争環境が整備されない限り、事業の継続が困難になるおそれが

あることを認識し、輸送の安全のみならず、社会保険加入等他法令につ

いてもコンプライアンスを徹底する。 

 

 

（２）業界団体 

○ トラック事業における競争の状況、荷主・元請事業者・下請事業者の垂

直構造等に関し、ガイドライン普及に向けたフォローアップ調査等によ

り実態把握に努める。 

○ 事業者の要望をとりまとめ、行政に提示するとともに、具体的問題事例

等については、事業者の承諾を得て関係行政機関へ通報する等の措置を

講じる。 

○ トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインを事業者

に周知し、問題となる取引の防止、望ましい取引の普及を図る。 

○ トラック協会は、適正化事業による巡回指導と行政による監査との連携

を強化することにより、輸送の安全を確保するとともに、健全な競争環

境の整備に努力する。 

 

 

（３）行政 

○ 業界団体と連携して、トラック事業における競争の状況、荷主・元請事

業者・下請事業者の垂直構造等に関し、データ収集等により実態把握に

努める。 

○ 適正取引推進のためのガイドラインを作成・普及し、業界団体と連携し

て、問題となる取引の防止、望ましい取引の普及を図る。 

○ 適正化事業実施機関による適正化事業と連携して輸送の安全を確保す

るとともに、健全な競争環境の整備を図る。 
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○ 現在、過積載に対し適用されている荷主勧告制度の運用を、過労運転及

び速度超過にも適用拡大を図る必要がある。 

 

 

（４）下請かけこみ寺（中小企業庁） 

○ 平成２０年度以降、中小企業者の「かけこみ寺」機能を持つ「下請かけ

こみ寺」を全国規模で整備し、下請取引に係る各種相談への対応や、裁判

外紛争解決を図るとともに、「下請適正取引等の推進のためのガイドライ

ン」の普及啓発を行う。 
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２．関連して講じるべき施策について 

 

（１）望ましい取引実例の普及促進に向けた取組 

① 燃料サーチャージ制の導入 

○ 平成１９年夏以降の軽油価格の急激な高騰に対応して、燃料費の増大分

を適切に運賃に転嫁するためには、他の交通機関において制度として定着

しつつある燃料サーチャージ制をトラック運送業においても早急に導入

する必要がある。 
○ 燃料サーチャージ制については、平成１８年２月全日本トラック協会が

ガイドラインを作成したが、その内容は、事業者が同制度を導入する場合

の留意事項等を示すにとどまっている。 

○ このため、政府が燃料サーチャージ制について緊急ガイドラインを作成

し、荷主、元請事業者、下請事業者等に対し政府としてその導入を緊急か

つ強力に働きかける必要がある。 
 

 

② 健全な運賃水準の確保 

○ 健全な運賃水準を確保するためには、上記の燃料費のほか、車両の更新

費、適正な労務管理を前提とした人件費等の輸送原価が適切に反映された

運賃設定をまず下請事業者が行い、元請事業者を通じて荷主に提示し、原

価計算に基づく運賃改定協議が行われる必要がある。 
○ 行政においては、既に原価計算の要領については平成 6 年 2 月に示して

いるが、時間距離併用運賃についても、トラック協会と連携して調査、検

討を進めるとともに、中小零細企業では厳密な原価計算を行うことはコス

ト等の面で困難が多いことから、簡易に原価計算を行うためのマニュアル

等を作成し、普及を図ることが重要である。 
 

 

③ 安全運行パートナーシップの普及促進 

○ 平成１９年５月に策定した安全運行パートナーシップガイドラインも踏

まえつつ、安全運行パートナーシップの取組を普及するためには、先進的

な取組に対しインセンティブを付与するため、経済的な支援措置を講じる

とともに、表彰制度など各種の普及促進策を講じる必要がある。 
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④ 関係者による協働のための枠組み 

○ ガイドラインで示された望ましい取引実例を普及させるとともに、現下

の異常な軽油価格高騰下における燃料サーチャージ制の導入など健全な

運賃水準を確保し、さらに安全運行の徹底を図るため、行政、荷主、元請

事業者、下請事業者によるパートナーシップ会議を設けるなど、ガイドラ

インの実行に向けた推進体制を構築する必要がある。 
 

 

⑤ 行政による積極的な関与 

○  望ましい取引の普及促進のためには、導入を図っていくためのガイドラ

イン等の作成・周知のほか、普及を阻害する行為の排除など、普及促進

のための環境整備方策に行政が積極的に取り組んでいく必要がある。例

えば、燃料サーチャージ制や原価計算に基づく運賃設定を業界全体に普

及させるためには、その環境整備方策として運賃改定協議を行う競争相

手の事業者から荷主を奪取することのみを目的としてあえて原価割れの

低運賃を提示したり、低運賃の結果として過積載や過労運転など安全性

の阻害行為を継続して行っているような不当な競争を引き起こすおそれ

がある事業者に対し、その改善を図るため、貨物自動車運送事業法に基

づく措置を講じることを検討する必要がある。なお、この場合にあって

もトラック運送業者の創意工夫を活かした自由な運賃設定を著しく阻害

することがないよう、トラック運送業に与える影響を逐次検証しつつ、

試行的に運用されることが重要である。 
 

 

（２）問題となる取引の防止に向けた取組 

 

① 事業者からの相談体制の充実 

○ 荷主、元請事業者、下請事業者間には実態として従属関係が存在し、問

題となる取引があっても下請法や独占禁止法の運用当局に対し直接申告

等をしづらい場合がある。このため、具体的な荷主名については一旦明ら

かにせず、問題となりうる取引行為について事業者がまず相談できるよう

な窓口を地方運輸局に設置するなど、事業者が相談しやすい体制をつくる
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必要がある。 
○ 窓口を地方運輸局に設置する場合には、公正取引委員会地方事務所や地

方経済産業局とよく連携し、効率的に対応することが重要である。 
 
② スポット取引における書面交付の徹底 

○ 運送契約のうち、特にスポット取引について下請法が義務化している書

面交付が行われていない場合があるため、モデル契約書等の作成・普及を

通じて書面交付の徹底を図る必要がある。 
 

 

③ 安全運行を阻害する行為の防止 

○ 安全運行パートナーシップガイドラインで指摘された、安全運行を阻害

する行為を荷主との連携の下で防止するため、現在、過積載に対し適用さ

れている荷主勧告制度の運用を、過労運転及び速度超過にも適用拡大を図

る必要がある。 
 

 

（３）健全な競争環境の整備に向けた取組 

○ 「正直者が損をしない」健全な競争環境を整備するためには、他法令で

あっても競争環境に対して大きな影響を与えるおそれがある法令違反に

ついて、貨物自動車運送事業法上の措置を強化する必要がある。特に、社

会保険等に未加入の事業者に対しては、新規許可及び既存事業者に対する

貨物自動車運送事業法上の措置を強化すべきである。 

  また、保有車両数が最低保有車両（５両）に満たない減車については、

一時的に５両を割ることが通常考えられることから、これまで届出制がと

られてきたが、昨今許可後早い段階で減車した後、長期にわたって５両割

れの状況を続ける事業者が増えている。中には、５両に満たない場合、運

行管理者の設置が義務づけられない現行の制度を悪用することもある。こ

のため、５両割れとなる減車に対し、貨物自動車運送事業法上の措置を強

化する必要がある。 

  さらに、コンプライアンスの徹底を図るため、新規許可の際、関連法規

に関する知識について試験を実施する制度を創設する必要がある。 

 




